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平成27年6月1日から

自転車運転中に、危険なルール違反（危険行為）を繰り返すと
地震火災対策重点推進地域の指定（JR線北側伊野地区）地震火災対策重点推進地域の指定（JR線北側伊野地区）

自転車運転者講習を受けることとなっています自転車運転者講習を受けることとなっています
一定の危険行為
を反復

公安委員会からの
受講命令

※3年以内に2回以上

上記の違反以外に、
●通行禁止場所通行
●交差点優先車妨害
●環状交差点安全進行義務
●安全運転義務
　（脇見などで交通事故を起こした場合など）

●しゃ断踏切立入
●交差点安全進行義務
●歩行者用道路通行時の通行方法（徐行義務）
●路側帯における歩行者の通行妨害

講習を受講

命令に従わず講習を受講しないと
50,000円以下の罰金

講習の対象となる違反（危険行為）
信号無視 酒酔い運転

制動装置（ブレーキ）
不良自転車運転

通行区分（右側通行など） 歩道通行時の通行方法
（徐行義務など）

指定場所一時不停止

◆講習時間…3時間
◆講習手数料…5,700円

…が対象となります。

　6月18日に高知県は、いの町を含む県内11市町19地区を地震火災対策重点推進地域として指定しました。
　過去の災害では、地震発生後大規模な火災が発生し、被害が拡大しています。
　対策として、街路整備や建築物の不燃化、公園などオープンスペースの確保といった対策により火災に強い
まちづくりが必要となりますが、こういったハード整備には時間がかかります。そのため、地震火災について
は次の3点の取組が重要となります。

１．個人の家から火を出さない「出火防止」
２．個人や地域で初期消火を行う「延焼防止」
３．大規模火災となった場合でも命を守る「安全な避難」

谷、羽根町、大国町、西町、西地、公園町、幸町、元町、旭町、本町、大和町、加茂、柳町、
内野、菊楽、東町、新町、北山、駅前町、（天神町、駅東町）の一部

H27年度
・地区住民への説明（県・町）
・延焼シミュレーション、ハザードマップの作成（県）
・地震火災対策のリーフレットの作成（県）
・推進地区の特性把握の準備（町）
・住民アンケート、ワークショップの準備（町）

伊野地区

町丁目名地区名

H28年度
・住民アンケート、ワークショップの実施（町）
・地震火災対策計画の策定（町）

今後、町と県が協力して、重点地域を対象に、次のスケジュールで取組を進めます。今後の取組

地震火災対策を重点的に推進する地区の図面（黒線で囲んだ区域）

問い合わせ　土佐警察署　 852 ー 0110　いの警察庁舎　 893 ー 1234
なお、各違反の詳しい内容は高知県警察のホームページに掲載しています。


